
 

 
 
 
 
 

『 相模原市公共建築工事積算基準等資料 』 
 【令和８年２月改定部分 対比表】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

相模原市技術監理課 

※年度の修正など内容の改定がないものは、対比表への記載は、ありません。 
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相模原市公共建築工事積算基準等資料の改定について Ｐ１６ 第４編 単価、価格等 

改   定 現   行 
 

第 ４ 編 単価、価格等 

 

第１章 共通事項 

 

１ 単価及び価格に関する数値の取扱い 

予定価格のもととなる工事費を算出する過程における数値の取扱いは以下の通りとする。また、端数処 

理を行う場合は、原則として四捨五入とする。 

（１）物価資料に基づく材料単価、市場単価、単位施工単価等 

イ．平均値を採用する場合の端数処理は一円単位とし、一円未満の場合は小数点以下第２位とする。 

ロ．イの端数処理を行った結果が、物価資料の掲載価格の有効桁の最終の桁の位と異なる場合の端数 

処理は、有効桁の最終の桁の位が最も小さい桁の位とする。 

 

（２）標準歩掛り等（市場単価及び単位施工単価の補正含む）に基づく単価 

イ．標準歩掛り等で算定した単価を標準歩掛り等に用いる場合は、小数点以下第２位まで算定した単価 

を代入する。 

ロ．単価算定時における金額（数量×単価）は、小数点以下第２位までとする。 

ハ．単価算定に用いる数量に小数点以下第６位以降がある場合は、小数点以下第５位とする。 

ニ．５ 市場単価（２）における補正、６ 単位施工単価（１）における調整、（３）における補正、９ 改修工事 

の取扱い（２）におけるシフト単価の割増しに使用する率は、小数点以下第４位を四捨五入して小数点以下

第３位とする。 

 

（３）製造業者又は専門工事業者の見積価格等 

採用する価格の端数処理については有効上位３桁とする。ただし、千円未満の場合は十円単位とし、百円未

満の場合は一円単位とし、一円未満の場合は小数点以下第２位とする。 

 

（４）細目別内訳書及び別紙明細書における単価及び金額 

イ．細目別内訳書及び別紙明細書に計上する単価の端数処理については有効上位３桁とする。ただし、千円未満の

場合は十円単位とし、百円未満の場合は一円単位とする。 

ロ．細目別内訳書に計上する金額は、円単位とし一円未満切捨てとする。 

ハ．別紙明細にて算定した金額は、細目別内訳書に円単位として一式計上する。 

 
第 ４ 編 単価、価格等 

 

第１章 共通事項 

 

１ 単価及び価格に関する数値の取扱い 

予定価格のもととなる工事費を算出する過程における数値の取扱いは以下の通りとする。また、端数処 

理を行う場合は、原則として四捨五入とする。 

（１）物価資料に基づく材料単価、市場単価等 

イ．平均値を採用する場合の端数処理は一円単位とし、一円未満の場合は小数点以下第２位とする。 

ロ．イの端数処理を行った結果が、物価資料の掲載価格の有効桁の最終の桁の位と異なる場合の端数 

処理は、有効桁の最終の桁の位が最も小さい桁の位とする。 

 

（２）標準歩掛り等（市場単価の補正含む）に基づく単価 

イ．標準歩掛り等で算定した単価を標準歩掛り等に用いる場合は、小数点以下第２位まで算定した単 

価を代入する。 

ロ．単価算定時における金額（数量×単価）の有効桁は、小数点以下第２位までとする。 

ハ．単価算定に用いる数量に小数点以下第６位以降がある場合は、小数点以下第５位とする。 

 

 

 

 

（３）製造業者又は専門工事業者の見積価格等 

採用する価格の端数処理については有効上位３桁とする。ただし、千円未満の場合は十円単位とし、百円未

満の場合は一円単位とし、一円未満の場合は小数点以下第２位とする。 

 

（４）細目別内訳書及び別紙明細書における単価及び金額 

イ．細目別内訳書及び別紙明細書に計上する単価の端数処理については有効上位３桁とする。ただし、千円未満の

場合は十円単位とし、百円未満の場合は一円単位とする。 

ロ．細目別内訳書に計上する金額は、円単位とし端数がでないよう数量又は単価を調整する。 

ハ．別紙明細にて算定した金額は、細目別内訳書に円単位として一式計上する。 
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相模原市公共建築工事積算基準等資料の改定について Ｐ１７ 第４編 単価、価格等 

改   定 現   行 
 
２ 材料価格等 

単価基準 第１編２（１）に定める材料価格等とは、杭、鉄筋、コンクリート、鉄骨等の価格変動が

大きい資材並びに建物ごとに個別性が高い機器等の単価及び価格をいう。 

 

３ 歩掛り 

単価の算定に用いる歩掛りは、単価基準 第１編３で規定される標準歩掛りの他に「営繕積算シス

テム等開発利用協議会歩掛り（以下「協議会歩掛り」という。）」による。 

また、標準歩掛りの補足資料として、「公共建築工事積算研究会参考歩掛り（以下「参考歩掛

り」という。）」並びに市場単価及び単位施工単価にない類似の単価の作成や見積り単価の検討資

料として、「営繕積算システム等開発利用協議会参考資料（以下「協議会参考」という。）」を参

考とする。 

 

４ 「その他」の率 

歩掛りの「その他」の率は中間値＋１％を標準※とし、地域の特殊性等を考慮のうえ適切に定め

る。 

※墜落制止用器具の費用を含めた環境安全費の計上分として１％を加算。対象は単価基準の表３

－１－１～３に示された工種とする。 

なお、交通誘導警備員等の率の設定がされていない工種等については、本来事業者が負担すべき

法定福利費相当額や会社経費を適切に反映した率を設定する。 

 

 

５ 市場単価 

（１）単価基準 第１編２（３）の規格・仕様が単価基準各編記載の細目工種の摘要と一部異なるため、単価

（以下「補正市場単価」という。）を設定する細目工種については、各章による。 

（２）補正市場単価を算出するための補正方法については附表１による。 
 

 

 
２ 材料価格等 

単価基準 第１編２（１）に定める材料価格等とは、杭、鉄筋、コンクリート、鉄骨等の価格変動が

大きい資材並びに建物ごとに個別性が高い機器等の単価及び価格をいう。 

 

３ 歩掛り 

単価の算定に用いる歩掛りは、単価基準 第１編３で規定される標準歩掛りの他に「営繕積算シス

テム等開発利用協議会歩掛り（以下「協議会歩掛り」という。）」による。 

また、標準歩掛りの補足資料として、「公共建築工事積算研究会参考歩掛り（以下「参考歩掛

り」という。）」及び、市場単価にない類似の単価の作成や見積り単価の検討資料として、「営繕

積算システム等開発利用協議会参考資料（以下「協議会参考」という。）」を参考とする。 

 

 

４ 「その他」の率 

歩掛りの「その他」の率は中間値＋１％を標準※とし、地域の特殊性等を考慮のうえ適切に定め

る。 

※墜落制止用器具の費用を含めた環境安全費の計上分として１％を加算。対象は単価基準の表３

－１－１～３に示された工種とする。 

なお、交通誘導警備員等の率の設定がされていない工種等については、本来事業者が負担すべき

法定福利費相当額や会社経費を適切に反映した率を設定する。 

 

 

５ 市場単価 

単価基準 第１編２（３）の掲載条件が一部異なる場合で市場単価を補正して算出する単価（以下

「補正市場単価」という。）の補正方法は、次の式による。 

なお、補正市場単価の細目工種、補正に用いる歩掛りについては各章による。 

 

補正市場単価Ａ’ ＝ 市場単価Ａ × 算定式 

算定式＝ａ’÷ａ 

ａ’＝補正市場単価Ａ’の細目工種に対応する歩掛りによる複合単価 

ａ ＝市場単価Ａの細目工種に対応する歩掛りによる複合単価 

注）算定式の値は、小数点以下第３位を四捨五入して小数点以下第２位とする。 
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相模原市公共建築工事積算基準等資料の改定について Ｐ１７ 第４編 単価、価格等 

改   定 現   行 
６ 単位施工単価 

（１）工事場所が物価資料の掲載都市ではない場合は次式により、その単価を調整して算定する。 

 

 

（２）単価基準 第１編２（４）の規格・仕様が物価資料に掲載されているものと一部異なるため、

単価（以下「補正単位施工単価」という。）を設定する細目工種については、各章による。 

（３）補正単位施工単価を算出するための補正方法については附表２による。  

 

７ 物価資料の掲載価格の取扱い 

（１）単価基準 第１編２による単価及び価格の算定において材料価格等、材料単価及び仮設材費

は、積算資料（（一財）経済調査会発行）、建設物価（（一財）建設物価調査会発行）等の価格

の平均値を採用する。 

（２）市場単価は建築施工単価（（一財）経済調査会発行）及び建築コスト情報（（一財）建設物価

調査会発行）に掲載されている「建築工事市場単価」の平均値を採用する。 

（３）単位施工単価のうちシフト単価は建築施工単価（（一財）経済調査会発行）及び建築コスト情

報（（一財）建設物価調査会発行）に掲載されている「建築工事単位施工単価」の安値を採用す

る。 

 

８ 製造業者又は専門工事業者の見積価格等 

（１）見積価格 

単価基準 第１編２（４）による場合で、製造業者又は専門工事業者の見積価格等を参考にして

単価及び価格を算定する場合は、必要に応じてヒアリング等を行い市中における取引状況等（実勢

価格帯）を確認する。 

なお、当初の工事費内訳書作成時の見積依頼先は複数とし、見積内容が適切なことを確認の上、

原則として最安値の見積書を基に実勢価格帯、類似の取引価格、数量の多寡及び施工条件等を勘案

して単価及び価格を決定する。 

（２）価格決定の参考とする見積書の留意事項 

見積書は紙（ファクシミリ含む）又は電磁的記録によることができることから、単価及び価格決

定の参考とするために取得した見積書が、当該工事対象のものであることを見積担当者等へ確認

し、「確認済」を見積書又は見積比較表に記載（手書きメモ等）する。 

なお、いずれの場合でも製造業者又は専門工事業者の社印、担当者印は省略可。（担当者印の代

替としての直筆署名は不要） 

工事場所の 

シフト単価 
＝ 

工事場所の材料単価、 

労務単価を用いて算定した 

ベース単価 

× 

物価資料掲載の同一規格・仕様、 

工事場所を包括する地区を代表する 

都市のシフト単価 

物価資料掲載の同一規格・仕様、 

工事場所を包括する地区を代表する 

都市のベース単価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 物価資料の掲載価格 

（１）単価基準 第１編２による単価及び価格の算定において材料価格等、材料単価及び仮設材費は、

積算資料（（一財）経済調査会発行）、建設物価（（一財）建設物価調査会発行）等の価格の平均

値を採用する。 

（２）市場単価は建築施工単価（（一財）経済調査会発行）及び建築コスト情報（（一財）建設物価

調査会発行）に掲載されている「建築工事市場単価」の平均値を採用する。 

 

 

 

 

７ 製造業者又は専門工事業者の見積価格等 

（１）見積価格 

単価基準 第１編２（４）による場合で、製造業者又は専門工事業者の見積価格等を参考にして

単価及び価格を算定する場合は、必要に応じてヒアリング等を行い市中における取引状況等（実勢

価格帯）を確認する。 

なお、当初の工事費内訳書作成時の見積依頼先は複数とし、見積内容が適切なことを確認の上、

原則として最安値の見積書を基に実勢価格帯、類似の取引価格、数量の多寡及び施工条件等を勘案

して単価及び価格を決定する。 

（２）価格決定の参考とする見積書の留意事項 

見積書は紙（ファクシミリ含む）又は電磁的記録によることができることから、単価及び価格決

定の参考とするために取得した見積書が、当該工事対象のものであることを見積担当者等へ確認

し、「確認済」を見積書又は見積比較表に記載（手書きメモ等）する。 

なお、いずれの場合でも製造業者又は専門工事業者の社印、担当者印は省略可。（担当者印の代

替としての直筆署名は不要） 
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相模原市公共建築工事積算基準等資料の改定について Ｐ１８ 第４編 単価、価格等 

改   定 現   行 
 

９ 改修工事の取扱い 

（１）改修工事の分類 

改修工事は、執務状態、部位、方法等により、分類できる。 

イ． 執務状態、部位、方法等による改修工事の分類 

 
ロ．執務状態の区分 

改修工事は、工事期間における建物内の執務状況により、全館無人改修及び執務並行改修に積算上区分するこ

とができる。 

（イ）全館無人改修：仮庁舎等が準備されている等、改修する建物全館が無人（執務者がいない）の状態で行う改

修工事をいう。 

（ロ）執務並行改修：建物に執務者がいる状態で行う改修工事をいい、施工場所と執務中の場所が区画されている

状態の工事も含まれる。また、増築工事においても既存建物と取り合う部分の改修工事につ

いては、既存建物の執務者の有無の状態により分類する。 

 

 

 

ハ．部位・方法の区分 

改修工事は、上記執務状態の区分による二つの区分を下記のとおりさらに細かく区分することができる。 

（イ）外部全面改修：建物の屋根、外壁等の全面を改修する場合をいう。 

（ロ）外部部分改修：建物の屋根、外壁等の小規模で部分的な改修及びそれらが点在する改修をいう。 

（ハ）内部全面改修：建物の内部全面を改修する場合をいう。 

（ニ）内部部分改修：部屋単位の床、壁、天井等の個別又は複合改修及びそれらが点在する改修をいう。 

間仕切り等の撤去・新設、又は設備改修等による取り合い周辺部分の改修をいう。 

 

 

８ 改修工事の取扱い 

（１）改修工事の分類 

改修工事は、執務状態、部位、方法等により、分類できる。 

ロ． 執務状態、部位、方法等による改修工事の分類 

 
ロ．執務状態の区分 

改修工事は、工事期間における建物内の執務状況により、全館無人改修及び執務並行改修に積算上区分するこ

とができる。 

（イ）全館無人改修：仮庁舎等が準備されている等、改修する建物全館が無人（執務者がいない）の状態で行う改

修工事をいう。 

（ロ）執務並行改修：建物に執務者がいる状態で行う改修工事をいい、施工場所と執務中の場所が区画されている

状態の工事も含まれる。また、増築工事においても既存建物と取り合う部分の改修工事につ

いては、既存建物の執務者の有無の状態により分類する。 

なお、執務並行改修の場合は、施工者が執務環境に配慮等しながら施工を行うことを前提

として単価の補正を行う。 

 

ハ．部位・方法の区分 

改修工事は、上記執務状態の区分による二つの区分を下記のとおりさらに細かく区分することができる。 

（イ）外部全面改修：建物の屋根、外壁等の全面を改修する場合をいう。 

（ロ）外部部分改修：建物の屋根、外壁等の小規模で部分的な改修及びそれらが点在する改修をいう。 

（ハ）内部全面改修：建物の内部全面を改修する場合をいう。 

（ニ）内部部分改修：部屋単位の床、壁、天井等の個別又は複合改修及びそれらが点在する改修をいう。 

間仕切り等の撤去・新設、又は設備改修等による取り合い周辺部分の改修をいう。 
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相模原市公共建築工事積算基準等資料の改定について Ｐ１９ 第４編 単価、価格等 

改   定 現   行 
 
 
 
 
 
 
（２） 改修工事における労務の所要量の割増し、単価の補正 

イ 全館無人改修の場合は、単価基準の第２編、第３編、第４編及び本資料に定められた複合単価、市場単価、
補正市場単価、単位施工単価、補正単位施工単価のほか参考歩掛り等を使用する。改修を理由とした労務の
所要量の割増し、単価の補正は行わない。 

ロ 執務並行改修の場合は、施工業者が執務者に配慮等しながら施工を行う事を前提として、表Ａ－１、表Ｅ－
１及び表Ｍ－１のとおり、工種に応じて、複合単価、単位施工単価、補正単位施工単価については、労務の
所要量の割増しを行い、市場単価及び補正市場単価は改修補正率を乗ずる。 
著しく作業効率が悪い場合においては、表Ａ－１、表Ｅ－１及び表Ｍ－１によらず、実状を考慮して、労

務の所要量の割増し、単価の補正を行う。 
単位施工単価については、ベース単価は複合単価の方法により算定することとなっており、この複合単価

に含まれる労務の所要量の割増しを行う。シフト単価については、物価資料の掲載価格をもとに以下の式に
より算定する。 
 

[工事場所が物価資料の掲載都市の場合]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[工事場所が物価資料の掲載都市ではない場合] 
 
 

 

（２）執務並行改修の場合の単価の補正 

執務並行改修の場合は、施工業者が執務者に配慮等しながら施工をおこなう事を前提として単価の補正 

をおこなう。 

 

（３） 改修工事の積算に用いる単価の適用 

全館無人改修の場合は基準単価とし、執務並行改修の場合は表Ａ－１、表Ｅ－１及び表Ｍ－１により、基準

単価又は基準補正単価とすることを標準とする。なお、基準単価及び基準補正単価は次による。（表 4） 

イ．基準単価 

単価基準の第２編、第３編、第４編及び本資料に定められた標準歩掛りによる複合単価並びに市場単

価及び補正市場単価のほか、参考歩掛り等による複合単価。 

ロ．基準補正単価 

（イ）建築工事については、標準歩掛りによる複合単価は労務の所要量の１５％増しを標準とする。 

また、市場単価及び補正市場単価においては、表Ａ－１による改修補正率を標準として算定する。 

（ロ）電気設備工事については、標準歩掛りによる複合単価は労務の所要量の２０％増しを標準とする。 

また、市場単価及び補正市場単価においては、表Ｅ－１による改修補正率を標準として算定する。 

（ハ）機械設備工事については、標準歩掛りによる複合単価は労務の所要量の２０％増しを標準とする。 

また、市場単価及び補正市場単価においては、表Ｍ－１による改修補正率を標準として算定する。 
（ニ）著しく作業効率が悪い場合においては実状を考慮し労務費等を補正する。 
 

表４ 改修工事の積算に用いる単価の適用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※執務並行改修における単価の適用は、表 A－１、表 E－１及び表 M－１の工種ごとの「用いる単価」により、
基準単価及び基準補正単価を用いる。 
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相模原市公共建築工事積算基準等資料の改定について Ｐ２１ 第４編 単価、価格等 

改   定 現   行 

 
注）－は該当する単価がない又は労務の所要量の割増し、単価の補正は行わないことを示す。 
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相模原市公共建築工事積算基準等資料の改定について Ｐ２２ 第４編 単価、価格等 

改   定 現   行 

 
注）－は該当する種類の単価がない又は労務の所要量の割増し、単価の補正は行わないことを示す。 

屋外、共同溝等においては原則として労務の所要量割増しは行わない。 

 
注）屋外、共同溝等においては原則として基準補正単価を適用しない。 
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相模原市公共建築工事積算基準等資料の改定について Ｐ２３ 第４編 単価、価格等 

改   定 現   行 

 
注）－は該当する種類の単価がない又は労務の所要量の割増し、単価の補正は行わないことを示す。 

屋外、共同溝等においては原則として労務の所要量割増しは行わない。 
 

 
 注）屋外、共同溝等においては原則として基準補正単価を適用しない。 
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相模原市公共建築工事積算基準等資料の改定について Ｐ２４ 第４編 単価、価格等 

改   定 現   行 
（３） 改修工事の積算にあたっての留意事項 

改修工事の積算にあたっては、実状、施工条件明示事項等を考慮し、施工計画上必要となる仮設類の盛替

え費用及び現場施工の制約を考慮した費用等を適切に積算する。また、製造業者又は専門工事業者の見積価

格等を参考にする場合は、当該工事の施工条件を満たした内容であることを確認する。 

なお、施工区分、施工手順等に応じた積算における留意事項は以下のとおり。 

イ．荷揚用揚重機械器具は、設計図書に条件明示された施工区分及び施工手順にあった回数等を十分検討

し、適切に計上する。 

ロ．荷揚用揚重機械器具による揚重ができない場合は、人力による小運搬等を現場状況に応じて適切に計

上する。 

ハ．直接仮設の墨出し、養生、整理清掃後片付け、足場等が、設計図書に条件明示された施工区分、施工

手順等の現場状況により、複数回生じる場合は、適切に計上する。 

ニ．発生材については、施工区分、施工手順等の現場状況によりストックすることができず、その都度搬

出しなくてはならない場合、または運搬車の規格が通常とは異なる等の場合、現場状況に応じて適切

に計上すること。 

 

１０ 工事量が僅少等の取扱い 

工事量が僅少の場合、施工場所が点在する場合、工程上連続作業が困難な場合等の単価及び価格

は、施工に最低限必要な単位の材料、労務、機械器具等の費用を実状に応じて算定する。 

１１ 時間外、深夜及び休日の労働についての労務単価 

（１）公共工事設計労務単価（以下「労務単価」という。）は、所定労働時間内８時間当たりの

単価であり、時間外、深夜及び休日の労働についての割増賃金は含まれない。 

（２）時間外及び深夜の労働は、施工時期・施工時間が制限され、割増賃金を見込む必要が設計

図書に明示された場合に、労務費を下記により算定する。ただし、時間外の労働は、変形

労働時間制等を考慮し、実状に応じて積算する。 

 

労務費（総額）＝労務単価＋労務単価×Ｋ×割増すべき時間数 

 

ただし、Ｋ（割増賃金係数）＝割増対象賃金比×１／８×割増係数とする。 

なお、Ｋ（割増賃金係数）は当該年度の「労務単価」の「割増対象賃金比及び１時間当り割

増賃金係数」による。 

また、市場単価及び単位施工単価の細目工種において、時間外及び深夜の労働について割増

賃金を見込む必要がある場合は、割増賃金に相当する割増し率を算定し市場単価及び単位施

工単価を補正する。 

（４） 改修工事の積算にあたっての留意事項 

改修工事の積算にあたっては、実状、施工条件明示事項等を考慮し、施工計画上必要となる仮設類の盛替

え費用及び現場施工の制約を考慮した費用等を適切に積算する。また、製造業者又は専門工事業者の見積価

格等を参考にする場合は、当該工事の施工条件を満たした内容であることを確認する。 

なお、施工区分、施工手順等に応じた積算における留意事項は以下のとおり。 

イ．荷揚用揚重機械器具は、設計図書に条件明示された施工区分及び施工手順にあった回数等を十分検討

し、適切に計上する。 

ロ．荷揚用揚重機械器具による揚重ができない場合は、人力による小運搬等を現場状況に応じて適切に計

上する。 

ハ．直接仮設の墨出し、養生、整理清掃後片付け、足場等が、設計図書に条件明示された施工区分、施工

手順等の現場状況により、複数回生じる場合は、適切に計上する。 

ニ．発生材については、施工区分、施工手順等の現場状況によりストックすることができず、その都度搬

出しなくてはならない場合、または運搬車の規格が通常とは異なる等の場合、現場状況に応じて適切

に計上すること。   

 

９ 工事量が僅少等の取扱い 

工事量が僅少の場合、施工場所が点在する場合、工程上連続作業が困難な場合等の単価及び価格

は、施工に最低限必要な単位の材料、労務、機械器具等の費用を実状に応じて算定する。 

１０ 時間外、深夜及び休日の労働についての労務単価 

（１）公共工事設計労務単価（以下「労務単価」という。）は、所定労働時間内８時間当たりの

単価であり、時間外、深夜及び休日の労働についての割増賃金は含まれない。 

（２）時間外及び深夜の労働は、施工時期・施工時間が制限され、割増賃金を見込む必要が設計

図書に明示された場合に、労務費を下記により算定する。ただし、時間外の労働は、変形

労働時間制等を考慮し、実状に応じて積算する。 

 

労務費（総額）＝労務単価＋労務単価×Ｋ×割増すべき時間数 

 

ただし、Ｋ（割増賃金係数）＝割増対象賃金比×１／８×割増係数とする。 

なお、Ｋ（割増賃金係数）は当該年度の「労務単価」の「割増対象賃金比及び１時間当り割

増賃金係数」による。 

また、市場単価の細目工種において、時間外及び深夜の労働について割増賃金を見込む必要

がある場合は、割増賃金に相当する割増し率を算定し市場単価を補正する。 
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相模原市公共建築工事積算基準等資料の改定について Ｐ２５ 第４編 単価、価格等 

改   定 現   行 
（３）休日の労働は、緊急時等、やむを得ず法定休日に作業を行い、割増賃金を見込む必要が設

計図書に明示された場合に、労務費を下記により算定する。なお、法定休日とは、使用者
の定める週一回以上、もしくは４週間のうちに４日以上の休日とする。（労働基準法 第３
５条） 
 
労務費（総額）＝労務単価×Ｋ×割増すべき時間数 
 
なお、Ｋ（割増賃金係数）の取扱いは（２）による。 
また、市場単価及び単位施工単価の細目工種において、休日の労働について割増賃金を見込
む必要がある場合は、割増賃金に相当する割増し率を算定し市場単価及び単位施工単価を補
正する。 
ただし、緊急時等、やむを得ない場合に該当しない法定休日に作業を行い、別の日を振替休
日とした場合は適用しない。 
 

１２ 寒冷地、離島等の取扱い 
（１）寒冷地における除雪に関する費用及び寒中養生のための費用等は、実状に応じて積算する。
（２）離島等における工事の積算にあたっては、材料・労務の調達、プラント・機械器具の有

無、運搬方法等についての特殊事情を調査・検討し、実状に応じて積算する。 
 

１３ 設計変更時の取扱い 
単価基準 第１編５の場合の設計変更時の積算において、当初設計の工事費内訳書に対して種目
が追加された場合の単価及び価格は、総括監督員の指示又は承諾した時点の単価及び価格とす
る。 

（３）休日の労働は、緊急時等、やむを得ず法定休日に作業を行い、割増賃金を見込む必要が設

計図書に明示された場合に、労務費を下記により算定する。なお、法定休日とは、使用者

の定める週一回以上、もしくは４週間のうちに４日以上の休日とする。（労働基準法 第３

５条） 
 
労務費（総額）＝労務単価×Ｋ×割増すべき時間数 
 
なお、Ｋ（割増賃金係数）の取扱いは（２）による。 
また、市場単価の細目工種において、休日の労働について割増賃金を見込む必要がある場合
は、割増賃金に相当する割増し率を算定し市場単価を補正する。 
ただし、緊急時等、やむを得ない場合に該当しない法定休日に作業を行い、別の日を振替休

日とした場合は適用しない。 

 
１１ 寒冷地、離島等の取扱い 

（１）寒冷地における除雪に関する費用及び寒中養生のための費用等は、実状に応じて積算する。
（２）離島等における工事の積算にあたっては、材料・労務の調達、プラント・機械器具の有

無、運搬方法等についての特殊事情を調査・検討し、実状に応じて積算する。 
 

１２ 設計変更時の取扱い 
単価基準 第１編５の場合の設計変更時の積算において、当初設計の工事費内訳書に対して種目

が追加された場合の単価及び価格は、総括監督員の指示又は承諾した時点の単価及び価格とす

る。 
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相模原市公共建築工事積算基準等資料の改定について Ｐ３４ 第４編 単価、価格等 

改   定 現   行 
第２章 建築工事 

第１節 新営工事 

第４項 鉄筋 

1 一般事項 

細目工種は、単価基準によるほか表Ａ４－１による。 

 

2 単価、価格等 

（１）鉄筋資材単価 

スクラップ単価は、物価資料の掲載価格のうち規格「鉄屑 ヘビー Ｈ２」とする。 

なお、鉄筋屑等のスクラップ数量は、所要数量から設計数量を差し引いた数量の７０％とす

る。 

（２）鉄筋加工組立 

イ．工場管理費は、安値を標準とする。なお、地域性などにより実状が異なる場合は、この限り

でない。 

ロ．RC ﾗｰﾒﾝ構造 階高 3.5～4.0m 程度 形状単純の加工及び組立において細物とはＤ16 以下、太

物とはＤ19 以上とする。また、太物と細物の構成比は 40:60 程度を標準とする。 

ハ．鉄筋現場加工は、鉄筋工場加工のベース歩掛りを用い、労務歩掛りに１．２０を乗じるとと

もに、工場管理費は含めないで算定する。なお、これによりがたい場合は専門工事業者の見

積価格等による。 

ニ．梁貫通孔補強鉄筋現場加工は、梁貫通孔補強鉄筋工場加工の標準歩掛りを用い、労務歩掛り

に太物は１．５８、細物は１．３８を乗じるとともに、工場管理費は含めないで算定する。

なお、これによりがたい場合は専門工事業者の見積価格等による。 

ホ．表Ａ４－１ 鉄筋加工組立 Ｓ造床版は、鉄骨造で床版がデッキプレート等を使用したコンク

リート床版の場合に使用する。 

ヘ．表Ａ４－１ 鉄筋加工組立 小型構造物は、雑工作物の擁壁、囲障基礎、門等に使用する。た

だし、連続する擁壁等を施工する場合は、単位施工単価の鉄筋コンクリート造壁式構造を適

用する。 

（３）鉄筋運搬 

鉄筋運搬用トラックの規格は１０ｔ車を標準とする。 

ただし、建築構造物の規模や敷地条件等により４ｔ車を考慮する。 

 

表 A4 - 1 補正単位施工単価 
（表略） 
 

（４）ガス圧接 

アセチレン及び酸素について、物価資料に掲載されている都市以外の単価の把握が困難な場

合においては、工事場所を包括する地区を代表する都市の単価を準用することができる（離

島や遠方等で実態が異なる場合は除く）。 

第２章 建築工事 

第１節 新営工事 

第４項 鉄筋 

1 一般事項 

細目工種は、単価基準によるほか表Ａ４－１による。 

 

2 単価、価格等 

（１）鉄筋資材単価 

スクラップ単価は、物価資料の掲載価格のうち規格「鉄屑 ヘビー Ｈ２」とする。 

なお、鉄筋屑等のスクラップ数量は、所要数量から設計数量を差し引いた数量の７０％とす

る。 

（２）鉄筋加工組立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．現場加工となる場合は専門工事業者の見積価格等による。 

ロ．表Ａ４－１ 鉄筋加工組立 Ｓ造床版は、鉄骨造で床版がデッキプレート等を使用したコンク

リート床版の場合に使用する。 

ハ．表Ａ４－１ 鉄筋加工組立 小型構造物は、雑工作物の擁壁、囲障基礎、門等に使用する。た

だし、連続する擁壁等を施工する場合は、市場単価の鉄筋コンクリート造壁式構造を適用す

る。 

（３）鉄筋運搬 

鉄筋運搬用トラックの規格は４ｔ車を標準とする。 

ただし、建築構造物の規模や敷地条件等により１０ｔ車を考慮する。 

 

表 A4 - 1 補正市場単価 
（表略） 
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相模原市公共建築工事積算基準等資料の改定について Ｐ３７ 第４編 単価、価格等 

改   定 現   行 
第６項 型枠 
 
1 一般事項 
（１） 細目工種は、単価基準によるほか表Ａ６－１による。 
（２） 細目工種は、第４編第１章３によるほか、表Ａ６－２による。 
（３）型枠材（丸パイプ及びパイプサポート類も含む）は型枠業者が回収する。 
（４）型枠組立解体時に発生した鉄線、釘類及び端材の処理費は、共通仮設費の屋外整理清掃費に含

まれる。 
 
２単価、価格等 
（１）合板型枠 

イ．埋め殺しの場合は、単位施工単価及び補正単位施工単価を適用しない。 
ロ．型枠の転用率が低い場合等は、小型構造物用型枠を使用する。 

なお、連続する擁壁等を施工する場合は、単位施工単価及び補正単位施工単価の壁式構造 
（基礎部または地上軸部）を適用する。 

ハ．普通型枠にコーンを使用する場合、普通型枠にコーンを加算する。また、コーン処理を別途
計上する。 

（２）型枠運搬 
型枠運搬用トラックの規格は４ｔ車を標準とする。 
ただし、建築構造物の規模や 敷地条件等により１０ｔ車を考慮する。 

（３）その他 
特殊な型枠を使用する場合は物価資料による掲載価格、専門工事業者の見積価格等により算出す
る。 
 

表 A6 - 1 補正単位施工単価 
（表略） 
 
表 A6 - 2 補正単位施工単価 
（表略） 

第６項 型枠 
 
1 一般事項 
（１） 細目工種は、単価基準によるほか表Ａ６－１による。 
（２） 細目工種は、第４編第１章３によるほか、表Ａ６－２による。 
（３）型枠材（丸パイプ及びパイプサポート類も含む）は型枠業者が回収する。 
（４）型枠組立解体時に発生した鉄線、釘類及び端材の処理費は、共通仮設費の屋外整理清掃費に含

まれる。 

 
２単価、価格等 
（１）合板型枠 

イ．埋め殺しの場合は、市場単価及び補正市場単価を適用しない。 
ロ．型枠の転用率が低い場合等は、小型構造物用型枠を使用する。 

なお、連続する擁壁等を施工する場合は、市場単価及び補正市場単価の壁式構造 （基礎部ま
たは地上軸部）を適用する。 

ハ．普通型枠にコーンを使用する場合、普通型枠にコーンを加算する。また、コーン処理を別途
計上する。 

（２）型枠運搬 
型枠運搬用トラックの規格は４ｔ車を標準とする。 
ただし、建築構造物の規模や 敷地条件等により１０ｔ車を考慮する。 

（３）その他 
特殊な型枠を使用する場合は物価資料による掲載価格、専門工事業者の見積価格等により算出す
る。 
 

表 A6 - 1 補正市場単価 
（表略） 
 
表 A6 - 2 補正市場単価 
（表略） 
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相模原市公共建築工事積算基準等資料の改定について Ｐ７８ 第４編 単価、価格等 

改   定 現   行 
第２節 改修工事 

第８項 耐震改修 

 

1 一般事項 

細目工種は、表Ａ２１－１及び表Ａ２１－２による。 

 

2 単価、価格等 

（１）鉄筋工事 

第４編第２章第１節第４項による。ただし、鉄筋加工組立の細目工種は、耐震改修で使用する場合に標準

的な鉄筋と構成比が異なるため本項による。 

なお、鉄筋運搬用トラックの規格は４ｔ車を標準とする。 

（２）コンクリート工事 

第４編第２章第１節第５項による。 

（３）型枠工事 

イ．型枠の細目工種は、耐震改修で使用する場合に標準的な型枠と構成比が異なるため本項による。 

ロ．型枠運搬の細目工種は、第４編第２章第１節第６項による。 

（４）鉄骨工事 

第４編第２章第１節第７項による。 

 

表 A 21 - 1 補正単位施工単価 

（表略） 

 

表 A 21 - 2 補正単位施工単価 

（表略） 

第２節 改修工事 

第８項 耐震改修 

 

1 一般事項 

細目工種は、表Ａ２１－１及び表Ａ２１－２による。 

 

2 単価、価格等 

（１）鉄筋工事 

第４編第２章第１節第４項による。ただし、鉄筋加工組立の細目工種は、耐震改修で使用する場合に標準

的な鉄筋と構成比が異なるため本項による。 

 

（２）コンクリート工事 

第４編第２章第１節第５項による。 

（３）型枠工事 

イ．型枠の細目工種は、耐震改修で使用する場合に標準的な型枠と構成比が異なるため本項による。 

ロ．型枠運搬の細目工種は、第４編第２章第１節第６項による。 

（４）鉄骨工事 

第４編第２章第１節第７項による。 

 

表 A 21 - 1 補正市場単価 

（表略） 

 

表 A 21 - 2 補正市場単価 
（表略） 

 
 


